
（第18368号）東 京 都 公 報令和7年8月15日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
届
出
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
一

告

示
（
選
）

○
政
治
団
体
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一〇

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
一〇

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
一二

公

告

○
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
一二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
今
井
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
及

び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

今
井
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

青
梅
市
今
井
二
丁
目
、
今
井
四
丁
目
及
び
今
井
五
丁
目
の
各
一

部
四

事
務
所
の
所
在
地

日
野
市
大
坂
上
一
丁
目
三
十
番
地
二
十
八
Ｍ
Ｋ
ビ
ル

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

六

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
青
梅
市
今
井
四
丁
目
二
千
十
番
地
九
に
変

更
す
る
。

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
八
月
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
建
設
職
能
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

事
務
所
の

所
在
地

東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
三
丁
目
二

番
七
号

い
ち
ご

九
段
三
丁
目
ビ
ル

四
階

東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
三
丁
目
二

番
七
号

ザ
・
ビ

ル
ヂ
ン
グ
九
段
南

四
階

令
和
七
年
六

月
二
十
五
日

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年8月15日（金曜日）東 京 都 公 報（第18368号） ４



（第18368号）東 京 都 公 報令和7年8月15日（金曜日）５



令和7年8月15日（金曜日）東 京 都 公 報（第18368号） ６
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令和7年8月15日（金曜日）東 京 都 公 報（第18368号） ８

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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令和7年8月15日（金曜日）東 京 都 公 報（第18368号） １０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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令和7年8月15日（金曜日）東 京 都 公 報（第18368号） １２
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百

号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
外
広
告
物
講
習
会

を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一

受
講
対
象
者

東
京
都
内
に
お
い
て
、
屋
外
広
告
業
を
営
ん
で
い
る
者
又
は
営

も
う
と
す
る
者

第
二

講
習
会
の
期
日
、
科
目
、
時
間
割
及
び
内
容

一

期
日
、
科
目
及
び
時
間
割

期

日

科

目

時

間

割

令
和
七
年
十
月

二
十
三
日
（
木

曜
日
）

屋
外
広
告
物
の
法

規

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

同
日

屋
外
広
告
物
の
表

示
の
方
法

午
後
二
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

令
和
七
年
十
月

二
十
四
日
（
金

曜
日
）

屋
外
広
告
物
の
施

工

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

講
習
内
容
及
び
時
間

㈠

屋
外
広
告
物
の
法
規

二
時
間
三
十
分

屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
、

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施

行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
）
を

中
心
と
す
る
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て

㈡

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法

三
時
間
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都
市
の
良
好
な
景
観
の
形
成
と
屋
外
広
告
物
の
意
匠
、
色

彩
及
び
形
状
と
の
調
和
の
在
り
方
に
つ
い
て

㈢

屋
外
広
告
物
の
施
工

五
時
間

屋
外
広
告
物
の
材
料
、
構
造
、
設
置
方
法
等
の
安
全
対
策

及
び
施
工
管
理
に
つ
い
て

第
三

受
講
定
員

二
百
人

第
四

受
講
科
目
の
一
部
免
除

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
科
目
（
屋
外
広
告
物
の
施

工
に
限
る
。
）
の
受
講
を
免
除
す
る
。
免
除
を
希
望
す
る
者
は
、

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
に
、
こ
れ
ら
の
資
格
を
証
す
る

書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

二

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
又
は
ネ
オ
ン
工
事
に
係

る
同
法
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
殊
電
気
工
事
資
格
者
認
定

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

三

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第

二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免

状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

四

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四

号
）
に
基
づ
く
準
則
訓
練
（
帆
布
製
品
製
造
科
の
準
則
訓
練
に

限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
（
帆
布
製

品
科
の
免
許
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
又
は
技
能
検
定
（
帆
布

製
品
製
造
の
技
能
検
定
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

第
五

講
習
会
の
開
催
場
所

新
宿
区
立
牛
込
簞
笥
区
民
ホ
ー
ル
二
階
（
新
宿
区
簞
笥
町
十
五

番
地
）

第
六

受
講
申
出

一

受
講
申
出

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
原
則
電
子
メ
ー
ル
で
の
受
付
の
み
と

し
、
受
講
を
希
望
す
る
者
が
受
講
定
員
を
超
過
し
た
場
合
に
は
、

抽
選
に
よ
り
受
講
対
象
者
を
決
定
す
る
。

二

受
講
申
出
受
付
期
間

令
和
七
年
八
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
一
日

（
月
曜
日
）
ま
で

三

受
講
申
出
方
法

電
子
メ
ー
ル
の
件
名
に
「
令
和
七
年
度
屋
外
広
告
物
講
習
会

申
込
」
、
本
文
に
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
及
び
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
記
載
し
、
次
の
宛
先
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ

と
。東

京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外

広
告
物
担
当

S００００１６９
（at

）section.m
etro.tokyo.jp

（at

）
を@
に
置
き
換
え
て
送
信
す
る
こ
と
。

第
七

受
講
申
込
み

受
講
対
象
者
と
さ
れ
た
者
は
、
東
京
都
屋
外
広
告
物
管
理
シ
ス

テ
ム
で
の
申
請
又
は
申
請
書
に
よ
り
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
受

講
を
申
し
込
む
こ
と
。

一

東
京
都
屋
外
広
告
物
管
理
シ
ス
テ
ム
で
の
申
請

㈠

申
請
者
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登
録

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
申
請
者
ア
カ
ウ
ン
ト
を
登
録

す
る
こ
と
。

㈡

受
講
申
込
期
限

令
和
七
年
九
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
ま
で

㈢

受
講
手
数
料
の
支
払

東
京
都
に
よ
る
申
込
内
容
の
審
査
が
終
了
し
た
後
、
令
和

七
年
九
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
、
受
講
手
数
料
を

現
金
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
（
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の

ま
で
有
効
）
。
封
筒
の
「
ご
依
頼
主
」
欄
等
に
受
講
者
の
住

所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
。
受
講
料
の
支
払
後
す
ぐ
に

領
収
証
書
の
受
領
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
返
信
用
長
三
封

筒
（
百
十
円
切
手
を
貼
付
け
の
こ
と
。
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

二

申
請
書

㈠

受
講
申
込
み

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

受
講
手
数
料
及
び
受
講
票
・
領
収
証
書
を
送
付
す
る
た
め
の

返
信
用
長
三
封
筒
（
百
十
円
切
手
を
貼
付
け
の
こ
と
。
）
を

添
え
、
現
金
書
留
で
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）

ま
で
に
郵
送
す
る
こ
と
（
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で

有
効
）
。

㈡

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
の
入
手

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
は
、
都
市
整
備
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
又
は
返
信
用
長
三
封
筒

（
百
十
円
切
手
を
貼
付
け
の
こ
と
。
）
を
同
封
し
、
屋
外
広

告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
送
付
希
望
と
明
記
の
上
、
郵
送
す

る
こ
と
。

三

郵
送
先

郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎

十
二
階

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外
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広
告
物
担
当

四

受
講
手
数
料

四
千
九
百
円

受
付
後
の
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
八

屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
の
交
付

講
習
会
を
修
了
し
た
者
に
は
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
を

交
付
す
る
。

第
九

講
習
会
の
受
講
を
要
し
な
い
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
屋
外
広
告
業
の

登
録
の
際
に
、
講
習
会
の
修
了
者
と
同
様
に
扱
う
。

一

道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
が
行
う
屋

外
広
告
物
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
講
習
会
を
修
了
し
た

者
二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
準
則
訓
練
（
広
告
美
術
科

の
準
則
訓
練
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
、
職
業
訓
練
指
導
員

免
許
（
広
告
美
術
科
の
免
許
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
又
は
技

能
検
定
（
広
告
美
術
仕
上
げ
の
技
能
検
定
に
限
る
。
）
に
合
格

し
た
者

三

屋
外
広
告
物
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
登
録

試
験
機
関
が
広
告
物
等
の
表
示
及
び
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識

に
つ
い
て
実
施
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者
（
屋
外
広
告
士
）

第
十

問
合
せ
先

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外
広

告
物
担
当

電
話

〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
五

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.toshiseibi.m

etro.tokyo.

lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_kousyuu.htm
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